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書式第4号 (法第44条・51条関係)

認定基準等チェック表  (第 1表 絶対値基準用 )

(注意事項)

・ 実績判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前 2年 (初回のみ 2年、更新は 5年)内に終了した

各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例えば、3月 決算法人が 24年 6月 に申請書を提出する場合、過去 2年内に事業年度の変更を行つていなければ、実績

判定期間は初めて認定を受ける法人の場合は22年 4月 1日 から24年 3月 31日 (更新時は 5事業年度)と なります。

・ チェック欄には、この表の各欄の記載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チエック欄」にチェックを

記載 してください (第 2表以下についても同様です。)。

・ なお、認定審査の過程において、年 3,000円 以上の寄附者の数の算出根拠について確認させていただく場合があり

ますので、寄附者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するようお願いします。

法人名 特定非営利活動法人 パードリサーチ 実績判定期間 平成 25年 7月 1日 ～平成 30年 6月 30日

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円 以上である寄附者の合計

数が年平均 100人以上であること

【留意事項】

1 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えてください。

2 寄附者の数の算出に当たつては、寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてください。

3 役員及びその役員と生計を―にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。

【寄附者名簿チェック欄】

■ 寄附者の氏名 (法人にあつては、その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていますか。

■ 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としていますか。

■ 役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を寄附者数から除いていますか。

上配の相で「いいえ」にOがついた場合は、下記の欄で判定してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円以上の寄附者の数が年 100人未満の事業年度
がある場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してください。

年 3,000円 以上の

寄附者の数

◎ ⑤ ◎ ① ◎ ① 合計

人 人 人 人 人 人 A 人

実績判定期間の月数
一月未満の端数がある場合は、一月に切 り上げます。

B 月

×  12
人 ≧ 100人実績判定期間の年 3,000円 以上の寄附者数

実績判定期間の月数

↑

小数点以下は切り捨てます。

実績判定

期間内の

各事業年度

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

平成25年 7月 1日 平成%年 7月 1日 平成27年 7月 1日 平成田年7月 1日 平成29年 7月 1日 平成 年 月 日

平成26年 6月 m日 平成27年 6月 30日 平成2年 6月 ∞日 平成
"年

6月 30日 平成30年 6月 ∞日 平成 年 月 日

年 3,000円 以上の寄附

者の数が 100人以上で

ある

は い は い は い は い は い はい・いいえ

A
人

B
月

自

至

チ ェ ッ ク 欄

′



）
　
）

）
　
）

書式第6号の① (法第44条・ 51条・ 58条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

法人名 特定非営利活動法人バー ドリサーチ チェック欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ′

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会

員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する資

産の譲渡等を除く。)

(注意事項)特 定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地緑に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動

二 特定の者に対 し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

実 績 判 定 期 間

すべての事業活動に係る金額等 ①
(指標 )

450,515,704円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 717,889円

⇒②ヘ

基準となる割合 (②―

①)

③ 0.15%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
④

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑤

717,889円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 0円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合  計   (④ +⑮ +◎十①+◎ ) ① 717,889円



書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準.等チェック表  (第 3表 ) (初D

法人名 特定非営利活動法人バー ドリサーチ チェック用用

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ノ

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

C主 2)

各欄の人螂割よ 第3表付表1「役員の状況」から転配してくださし、

CttuЭこついては、′N牧点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④■⑥

① ② ③ ④ ⑤

④ H25年 7月 1日 秘 年 6月 ∞ 日
5人 0人 0% 0人 0%

⑥ 26年 7月 1日 ～27年 6月 ∞ 日
5人 0人 0% 0人 0%

◎ 27年 7月 1日 ～28年 6月 ∞ 日
6人 0人 0% 0人 0%

① 彫8年 7月 1日 へ4四年 6月 ∞ 日
6人 0人 0% 0人 0°る

◎ H29年 7月 1日 ～II,0年 6月 30日
6人 0人 0% 0人 0%

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
6人 0人 0% 0人 0%

各社員の表決権が平等である ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

It" \

(,\!\i
はい

いいえ

だし ヽ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

し

V

(注意■阿D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Q」:当」墜:」:壁:QI塑墨_重:菫:堕!堕:堕菫菫鯉!堕_■1墜1□!塑塑i上:堕:壁堕≦塾 二

項
日

¨ ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている
いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び限簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行つている

はい は い はい は い |まい はい

項
日

【 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申言馴時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
征 征 鉦 毎 虹

`□

:

）
　
）

第3表 (次葉)

(注意事Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつて|よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

ヽ中′

ヽン
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書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申静時
就任・退任

年月日

植田睦之

高木憲太郎

守屋年史

神[輛決

理事長

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

H16/9/6就任

H16/9/6就任

厖4/7/11就任

H20/7/1就任

宮崎 敬

大崎慎一

長澤研―

佐藤 望

監事

監事

監事

理事

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

H16/9/6就任
陀7/11/6退任
助 /1/16就任

貶7/11ん 就任
膨9/1/Ю 退任

也7/11ん 就任
i130/6/∞ 退任

“

0/8ん 就任

嵯意¬Q
認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、法第 55条第 :項に基づく書類 (役員蠣酬槻程等提出:●E)に側載した事項について、添

付を省略することができます

法人名 特定非営利活動法人パードリサーチ ① ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 5人 5人 6人 6人 6人 人 6人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人
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書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記111腰 1置)

.「伝票又は帳簿名」欄Iま、例えば「入金伝柔 |、「出金伝票」、「振替伝票」、1覇詮出離 |、「総勘定元帳」などのように記載します。

. 「左の根簿等の形饉」欄は、「単票」、「′レーズリーフ」、「打 帽簿」などのようにⅢ載します。

. 「記帳の時期」欄は、lⅧ時」、「毎日」、「―週間ごと」のように1議します。
, 認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に認載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人バー ドリサーチ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (弥生会計)使用
ノレーズリーフ 随時 10年

仕訳日記帳
会計ソフト(弥生会計)使用

ルーズリーフ 随時 10年

給与台帳

会計ソフト(やよいの給与計

算)使用

ノレーズリーフ 毎月 10年

固定資産台帳

エクセノИ吏用
ルーズリーフ

随時 10年



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表 (第 4表 ) (初コ0

）
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(注意申D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第 4表 (次力 」(ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書順)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人バー ドリサーチ チェック欄

事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

4

イ

項 目 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申言静キ

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
鉦 缶 狂 毎

`□

: 征

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
鉦 鉦 征 缶 狂 缶

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

毎 4口: 征 無
`日

: 虹

項 日 ③ ⑥ ◎ ① ◎ ① 申諦早寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

4□: 鉦

`日

: 猛 毎 無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別の利益の供

与の有無

`正

毎 猛 毎 虹 毎

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
無 毎 猛 毎 征 毎

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

毎 毎 4口: 猛 鉦 任

′
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(第 4表 りCEI

∝意中0
・「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 ●ヽ及び二)lよ 法第55条第1項に基づく書類 (役員欄酬規程等提出書類Dの提出時

には配載及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」α)tついては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。

項
日

【 実績判定期間

事 業 費 の 総 額 ① 4Ю,515,704円

特定非営

"1胸
に係る事業費の額 ② 4Ю,51,7(И 円

特定臓新規椰の害拾 ②二①) ③ 1∞%

ハ

注・『ハ」について、事業員以外の

指標により計算を行う場創こ

は、使用した相■及び単位を

■載してくださしヽ

・損出出田■tより算出し却鴨

合につして :ム 田颯■佃の注

意事項をご■日くださしヽ

使用した指標 単位

奥墜菫型墨菫亜重塑壁
澤付してくださしヽ

項
日

】 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 19,∝)2,7(M円

受入寄附金総額の うち特定非営

利活動に係 る事業費に充てた額
② 19,002764円

受入寄付金の充当割合 (②―①) ③ lα)%
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書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

∝意¬D
.「役員等に対する報酬等の状況 (第 4衰付表 1)」 は、法第お条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時には記

載及び添付の必要はありません。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員網 協程等提出書類)に翻載した事項について、

添付を省略することができます。

法人名 特定非営利活動法人バードリサーチ

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係 (注 1)にある者 (以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給等 曖績型硼 及び申誼貴2堡
日 日から の について以下の項目を記載してくださ´

つ

しヽ

(注 1)「特ラM)3a系」と,ま欠に1易1する段訪系をいいまり
~。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上記①測ま0に掲げる関係にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

1 役員に対
‐
する報酬又は給与の支給

2 役員の親族等 (ン)である職員に対する給与の支給

受給者の氏名等 役員との関係 支 給 期 間 等 支 給 金 額

な し 円

円

円

円

円

円

(注 2)「役員の親族等」とは、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係にある者をいいます (「特殊の関係」

は (注 1)参照)。

3 給与を得た職員の総数及轍

集 計 期 間 Hあ年 7月 1日 ～ :H30年 9月 12日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

6人 Ю ,198,∝Ю円

氏    名 職 名 支 給 期 間 等 支 給 金 額

″5年 7月 1日 ～田0年 9月 12日 36,9唸αЮ 円

″5年 7月 1日 ～田0年 9月 12日

“

合与)24,7∞pЮ 円

彫5年 7月 1日 ～田0年 9月 12日 (給与)24ルЮμЮ円

25年 7月 1日 ～田0年 9月 12日
(糸合―与)24,770,∝Ю円

田0年 8月 6日 付m年 9月 12日 給 与)352,ⅨЮ円



書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初わ

法人名 特定非者禾1括動法人バー ドリサーチ

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 魅鑓判
定期間及び申請書の提出日 日か ら申請書の提出の 日までl った雨:弓 i4草) について以下

の項目を記載してくださし、

(i主)眸初来の断 」とは次にが る剛

"系

をいいまり
=。

① 婚姻の届出をしていな円 事`実上婚姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及び伎用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上記C)又|ま〕こ掲げる関係、にある者の配偶者及び三親等以内の親族でこれらの者と生計を―にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

(2) 資口菫硼 寸け (`を金島σ)夕摯付けをr含11,。 )

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

取 引先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資 産 の 内 容

貸  付

年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

な し 円

円

円

円

円

円

円

゛

‐

G意中0
・ 「役員等に対する資産の譲渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 |よ 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■書Dの提

出時には記載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 5条第 1項に基づく中順 (役員報酬規程等提出■警)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。



第4表付表2(2欠壽D

V

▼

支 出 年 月 日 支出金額 寄 附 の 目 的 等支 出 先 の 名 称 等 所 等住

∞ ,5餌 調査研究プラン「ベ トナム戦争・鳥たちの復

興」の活動費として
201仰

201″324 123,295 調査研究プラン 印晟 lll中流域の水田等で繁殖

するタマシギ分布調査計画」の活動費として

調査研究プラン「閣夜の湿原から聞こえる謎の

声  ～北海道のクイナ類・草原性ノ!理型サギ類

の分布状況を探る～」の活g潰として
"14/3′

24 畿 29)

ス)1′″y31 66,365 調査研究プラン「プ
.レ
イバック法を用いた北海

道のコタカの広域分布調査」の活動費として

2014/3′24 4285 調査研究プラン「参力曜夢日本全国ツパメ羽色

の地域差丼知 の活動費として

2)14/3′31 4285 調査研究プラン「助つ こいい」ノ0ヽまなぜ
「デキル」ノ0● サンコウチョウの3タイプの

(3)役務の提供 (施設の利用等を含む。)

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項

該 当する事項がある場合にその内容を具材珀りに記載してください。)

なし

3支出した寄附金 魅萎已庭塑固及び!主董言:⊆2堡出』l塑≧笙:2L重塞:豊:曰雪彗巴菫台
`2_旦

ユユニLttl誼書望2重圭堕EとEL菫■L茎
出した適量蟹υ

取 引先 の 氏名 等
法 人 との

関   係
役務の提供の内容

役務の提供年月

日
対価の額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

カワウ保護管理に

関る研彪媚蘭曇業務

20131)7/1・

2018ス)6/30
21,3",21円 委託契約

陸生鳥頃調査,と り

まとめ業務

2013707/1‐

2016κXy30
2,500,Oα〕円 委託契約

陸生鳥類調査活動

費
2016/12426 21,αЮ円 10灰Ю円×2日

陸生鳥類調査活動

費
2018/6/12 120,OЮ 円 2側X)円 ×6日

カワウ保護管理に

関る原稿委託
2014Ю324 303X)円 委託契約

カワウ保護管理検

討委員謝金

2013ノ03/19・

2017/12/11
222,ⅨЮ円 り量ち寺饗獣ラe約:書に基づく

ガンカモ調査検討

委員謝金

2013'12ノ 5‐

2)17/12′ 11
103,ⅨЮ円 環境省契約書に基づく

カワウ保護管理検

討委員謝金 2014人〕9/19
26,4(Ю 円

環境省契約書に基づく

ガンカモ調査検討

委員謝金 2016Д〕3/18
16,まЮ円

易誌鶴『省夢こネ守:是罰こ薔書イづく

ガンカモ調査検討

委員謝金 2017/12/11
35,400円

環境省
｀
契約:書に基づく

シギチ ドリ調査検

討委員謝金 201αl1/16
19,712円

環境省契約書に基づく

シギチ ドリ調査講

師謝金 2016/11ノ 16
10,246円

現き境γ省夢ξ糸争書に基づく

オオタカ調査 ヒア

リングヽ謝金 201712Ю8
45,1∞ 円

環境省契約書に基づく

シギチ ドリ調査講

師謝金 2017/12ノ 18
lQ3α )円

環境省契約書に基づく



し

V

雄の昭関 の活ワ廣 として

2K)14′〔V24 範 365 調査研究プラン「アリスイの首振り行動の謎に

せまる」の活動費として

a)14′ 3姥4 63,518 調査研究プラン「山地に生息するサシバの餌特
性は本当に山地であることが要因か」の活動費
として

m15′4′1

“

,3% 調査研究プラン「カツオドリが航行船と付随飛
行する謎に迫る!」 の活動費として

a)1ョ`“ぉ

“

,396 調査研究プラン「多痢 ll上流羽村壇ルホオジロ

ガモの貴重な越冬地力涎羽村堰なの?」 の活動

費として

"15′

4/1 65,418 誦麿研究プラン「クロジは富士山北麓の

どこで繁殖しているのか?」 の活動費として

χ)1:V″ 1 104491 調査研究プラン「ヒバリ秋のさえずり解
析 !?」 の活動費として

"ly471
10■ 497 調査研究プラン「御食事処 川鵜

～カフウが作り出すサギ類の採剣幾会～」の活

動費として

"1り
4′ 1 83,41 調査研究プラン「オオタカにおける繁殖適地環

境の

段轄的評価モデ:ノン)構築」 ,́舌働巧々として

a)1ダ4′ 1 59,407 調査研究プラン「色んな歌があるのはなぜ'
サンコウチョウ雄のさえずり」の活動費として

以)1:V″ 1

“

,402 調査研究プラン「なぜ.モ�まは|やにえを食ベ

ずに残しておくの力判 の活動費として

2()1超′4ノ11 92,375 調査研究プラン「全寄生植物ヤッコンウの鳥に

よる力司■種子散布の検証1の活動費として

mlα″11 92,375 罰度研究プラン「カラスのレストラン 1'蓄産

団地は食べ物がたくさん !ヽベリットから見る

カラスの好きなメニューとは'～」の活動費と

して

2X)lGν14ノ11 13z537 調査研究プラン「火の鳥巣箱にんみゃ―ち!"」

の活動費として

2X)16′4ノ11 113,219 調査研究プラン「都市近郊型オオタカの繁殖生

態「特に食生態につ0ヽ 、」」の活動費として

201773/24 %6,31お 調査研究プラン「N坂府城におけるサシパの生

息情況調査」の活動費として

20117′3′24 1£378 調査研究プラン「カラスの好みの基瑠ま何力」
の活動費として

2017′ 324 121,010 調査研究プラン「モズのはやにえは、早口で■
くための貯食物?」 の活動費として

"18試
Ю 698,154 調査研究プラン 電方鳥ネット羅綱死根絶に向け

たハス田における力■類の採食方法とその頻度
の解明」の活動費として

m18試Ю 70,292 調査研究プラン「引勝りll県における野鳥のガラ
ス窓への衝突事故を調麿する～野鳥の衝突事故

を調査して、その防止策を考える。」の活動費

として

"18υ
Ю 127,920 調査研究プラン「′1.性原諸島～伊豆諸島 ツパ

メの渡り証ま|の活動費として

201〔畑 30
",1%

調査研究プラン「南大東島に暮らす亜種ダイト

ウコノ′ヽズクの将来設計 産卵開始を急ぐこと

は有利な戦略力」の活動費として

m18υ∞ 97,589 調査研究プラン「東京都心におけるウミネコ屋
上繁殖個体群の移動自赤」の活動費として

2)1留3肥Ю 76,318 調査研究プラン「′ヽシプ トガラスの巣、_Lか ら

見る力績めヽら見る力」 の活動費として

"18MЮ
82,4,B 調査研究プラン「チゴハヤブサの普巣激減少の

要因はなに力判 の活動費として

2)183だЮ 79,3∞ 調査研究プラン「コアジサシヨロニーのモビン

グ ～さぼっているのは誰だ !～」の活動費と

して

a)18BttЮ

“

,1" 調査研究プラン「長野県におけるアカモズの生

息状況調査」の活コ農として
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書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 5表)

∝意¬Q
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記職及び添付する必要

があります。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 特定非営禾1括動法人バー ドリサーチ チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事
務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

�周口こ関する細則 網
『

哺脚D等がある場合14よ その細則 劇ノ弱朋0等を添付してくださし、

同  意

する

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸惜対照表、活動計算書、年間役員名魚 社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:割D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄付金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

同11事業年度の役員幸剛 又は職員給与の:支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者¢洒己偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並酬こその寄附金の額及ひ受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びこその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

′



書式第 14号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7 8表 )

‐

ヽ.″
′

法人名 特定非営利活動法人バードリサーチ

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間力略Б邑し

ていること

チェック欄

事業年度 設立年月日

∝意中呪)

・ ,去第55条第1項に基づく書類 (役員網 疇 出1‖Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、記職する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第1項に基づく害順 (役員欄酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて調職する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック相

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑥ ◎ ① ◎ ①

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力
`〉

利益を得、又|ジ早ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

征
ヽ

缶 征 征 鉦
ヽ

征
小



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

）
　
　
）

）
　
）

法人名 特定非営禾1括動法人バー ドリサーチ チェッタ欄

認定、特例雄 又は認定の有効期間の
|更新の基鋼 こかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 1禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法D4条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が略わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過tない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定二生堕巨駐墾重塵堕望塑塾世EI堕2聾堕2虫請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明魯「その4」 並び

1三E□!整塵堕凹堕:壺丞

`墾

:回型[量]医重:亘玉i亘三亜 :F[ヨ需踊雨E万:画素:面F雨顧麗扉雨
「

5藤:再:扉i西薫:ヨ:両藤 百
:)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非嘗障割瞬却υ制 定を取り消された場合又は御 縣定特定非営

"|:幅

動法人が特夕1輛8定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営稲 ]法人又は当該特隅 定特定非営和麟 人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

虹

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
毎

特定非営利幡働促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第2∝ 条等若しくは暴力行‐為等処罰法の罪を犯したことにより、又l調郵脱若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

毎

暴力団の構成員等の有無
`□

[

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 いいえ

定款1又は事業計画壱の,勺溶:が主を令姿事に〕皇反している:法人 いいえ

‘

． 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
いいえ

耐
縮

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上理墜1ヨ墨倒國整理襲量量菫望圭塑壁主墾量塑ヨ塑塑堕□藝

壁2■ 1型墾型墾壺塑堅堕塵菫:」墾型Ш塾:坐:墾壁

`壺

型!上週幽堕些堕塾堕興囲塑奎量主茎坐__
(注 1)その他の事務所がある:場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬槻程等提出書には添付不要

国税に係る重力暉 税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 いいえ

次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 いいえ

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 いいえ

″

イ

ロ

イ

ロ



書式第16号 (法第44条・ 51条・ 58条関係)

寄附金を充当する予定の事業内容等

▼

ψ

法人名 特定非営利活動法人バードツサーチ

∝意中0
,喝 剛金の受入及び支出に利用する銀行日座名」については、口座番引ま記入する必要はありません。

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予

定場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人    数

寄附金充当予

定   額

鳥類や自然環境の基

礎情報の収集解析事

業

日本全国の鳥類の分布状況の

ラL夕 を″断 し、鳥a粉布と

それに影響する要因について

解析する

通年 日本全

国

閣∞人 一般市民およ

び鳥類の生息

状況に関心の

あるもの多数

(10万人
'日

つ

欄0万円

自然環境の保全と調

査研究についての普

及啓発事業

一般の人が鳥類や自然環境の

保全、研究に興味がもてるよ

うにホームページを開設す

る。アマチュア研究者のレベ

ルアップのためにニュースレ

ターを発行し、研究誌を発行

する。調査の研修会を全国各

地で開催する

通年 日本全

国

Ю 人 一般市民およ

び鳥類の生忠

状況に関心の

あるもの多数

(10万人壻調D

100万円

寄附金の受入及び支出に利用する銀行日座名

ジャパンネット銀行本店 普通預金

特定非営利活動法人バードリサーチ

ジャパンネット銀行すずめ支店 普通預金

特定非営和:膳載法人バードリサーチ

ゆうちょ銀行 通常貯金

特定非営利活動法人バー ドリサーチ

りそな銀行中河原支店 普通預金

特定非営利活動法人バードリサーチ

ゆうちょ銀行 振替口座

特定非営利幡動法人バー ドリサーチ


